
平成２８年度　第５回事業評価監視委員会　　審議案件一覧
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※１：「前回評価時からの費用対効果分析の要因の変化 等」 判定基準　　以下A.～C.のいずれも満たす場合、変化「無」
　A. 事業目的に変更がない。
　B. 社会経済情勢の変化がない。　（例：地元情勢等の変化がない）
　C. 前回評価時において実施した費用便益分析に関する要因に変化がない。
　　　　１．費用便益分析マニュアルの変更がない。［例：Ｂ／Ｃ算定方法に変更がない。］　　　　　　
　　　　２．需要量等の変化がない。［需要量等の減少が１０％以内］
　　　　３．事業費の変化［事業費の増加が１０％以内］　
　　　　４．事業展開の変化［事業期間の延長が１０％以内］
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港湾
尾道糸崎港機織地区国際物流ターミナル整備事業
（広島港湾・空港整備事務所）

尾道糸崎港は、広島県東部に位置し、我が国有数の木材取扱い拠点として多数の木材加工企業が背後に立地して
おり、木材の輸入、移出を通じて我が国の木材産業を支える重要港湾である。
本事業は、尾道糸崎港における船舶大型化への対応と周辺海域への環境改善を図るため、大型船に対応した国際
物流ターミナルを整備するものである。

無

港湾
油谷港唐崎地区防波堤整備事業
（宇部港湾・空港整備事務所長）

油谷港は、山口県の北西部に位置する避難港である。本事業は、油谷港周辺海域を航行する小型船の荒天時にお
ける避難に必要な静穏水域を確保し、海難の発生を回避して海上輸送の安全性及び信頼性向上を目的に、防波堤
整備を行うものである。

有 事業期間が10％以上延長

道路
一般国道５３号 津山南道路
（岡山国道事務所）

　一般国道53号は、岡山県岡山市北区を起点とし、鳥取県鳥取市に至る延長約140kmの主要幹線道路である。
　津山南道路は、災害や交通事故発生時の代替ルートの確保、交通安全の確保、救命救急活動等の支援、周辺
地域の発展支援を目的とした延長5.4kmのバイパスであり、地域高規格道路「空港津山道路」の一部を構成するもの
である。

有 前回評価時の感度分析が1.0未満

道路 有 全体事業費が10%以上増加
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一般国道９号 鳥取西道路（Ⅱ期）
（鳥取河川国道事務所）

　一般国道９号は、京都府京都市を起点とし、山口県下関市に至る延長約730kmの主要幹線道路である。
　鳥取西道路（Ⅱ期）は、緊急時の代替路線の確保、現道の渋滞の解消、観光・医療・物流活動の支援、広域交流
の促進及び地域活性化を目的とした延長５．９kmの自動車専用道路である。
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一般国道９号 鳥取西道路（Ⅲ期）
（鳥取河川国道事務所）

　一般国道９号は、京都府京都市を起点とし、山口県下関市に至る延長約730kmの主要幹線道路である。
　鳥取西道路（Ⅲ期）は、緊急時の代替路線の確保、現道の渋滞の解消、観光・医療・物流活動の支援、広域交流
の促進及び地域活性化を目的とした延長６．４kmの自動車専用道路である。
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河川
佐波川総合水系環境整備事業
（山口河川国道事務所）

　佐波川は、その源を島根県境の三ツヶ峰（標高970ｍ）に発し、途中で島地川等の支川を合わせながら防府市の
市街地北部を流れ、周防灘に注ぐ幹線流路延長５６ｋｍ、流域面積460ｋｍ2の一級河川である。
　河道内の高水敷には、公園、運動場、自転車道が整備され、多くの人が利用し、都市の中の身近な自然として市
民の憩いの場となっている。
佐波川の支川島地川の上流にある島地川ダムは、洪水調節、河川環境の保全、都市用水の供給を目的とした多目
的ダムであり、昭和５７年４月より管理を開始した。
　本事業は、地域との合意形成を図りながら、佐波川の良好な水環境や自然環境を保全・再生するとともに、安全・
安心な水辺利用に配慮した整備を行うものである。
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道路
一般国道９号 鳥取西道路
（鳥取河川国道事務所）

　一般国道９号は、京都府京都市を起点とし、山口県下関市に至る延長約730kmの主要幹線道路である。
 　鳥取西道路は、緊急時の代替路線の確保、現道の渋滞の解消、観光・医療・物流活動の支援、広域交流の促進
及び地域活性化を目的とした延長７．０kmの自動車専用道路である。

有 全体事業費が10%以上増加

 【島地川ダム貯水池水質保全】箇所
完了評価の実施
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河川
江の川総合水系環境整備事業
（三次河川国道事務所）

　江の川は、広島県山県郡北広島町阿佐山(標高1,218m)に源を発し、途中三次市において馬洗川、西城川、神野
瀬川を三方より合流し、島根県江津市において日本海に注ぐ、幹川流路延長194km、流域面積3,900km2の一級
河川である。
　江の川は、三次市を始めとして、舟運、漁撈、鵜飼など古くから川と人との関わりが深く、歴史・文化を育む地域活
動の場として利用されている。
　本事業は、地域との合意形成を図りながら、江の川の良好な水環境や自然環境を保全・再生するとともに、安全・
安心な水辺利用に配慮した整備を行うものである。
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河川
斐伊川直轄河川改修事業
（出雲河川事務所）

　斐伊川本川・宍道湖・大橋川では、戦後 大の被害をもたらした昭和47年7月洪水が再び生じた場合、志津見ダ
ム・尾原ダム・斐伊川放水路の整備を前提としても洪水を安全に流下できない箇所がある。中海・境水道において
も、平成14年、平成15年、平成16年など、近年、高潮被害が頻発している。
　　このため、河川整備計画に基づき、斐伊川本川、宍道湖、大橋川においては、戦後 大の被害をもたらした洪水
（昭和47年7月）が再び発生した場合でも家屋の浸水被害の発生を防止する。また、中海・境水道では既往 大水
位（平成15年9月）に対して、浸水被害を防止するため河川改修を行うものである。
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平成２８年度 第５回 事業評価監視委員会 対象事業位置図

とっとりにし

一般国道９号 鳥取西道路

おのみちいとざきこう はたおり

尾道糸崎港機織地区国際物流ターミナル整備事業

ひいかわ

斐伊川直轄河川改修事業

とっとりにし

一般国道９号 鳥取西道路（Ⅱ期）
とっとりにし

一般国道９号 鳥取西道路（Ⅲ期）

つやまみなみ

一般国道５３号 津山南道路

ごうのかわ

江の川総合水系環境整備事業

さばがわ

佐波川総合水系環境整備事業

ゆやこう からさき

油谷港唐崎地区防波堤整備事業


